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表紙の
写真

① 町制施行記念式典（昭和42年11月3日）
② 町制施行当時の役場庁舎（昭和42年頃）
③ 現在の役場庁舎
④ 町制施行50周年記念式典（平成29年11月3日）

　11月3日、町制施行50周年記念式典を催し、町民の皆様とお祝いするとともに決
意を新たにしました。町議会は、これからも町民の皆様の負託にこたえるため、開
かれた議会の運営に努め、 住民福祉の向上と町政の発展を目指します。また議員は、
町民の代表として、常に町の“最善”を模索します。 （大山崎町議会議員一同）

一般質問要旨など	 　2 ～ 6
会議録検索方法、決算審査の流れ	 　7

こんなことが決まりました・・・・・・　８ ～	 9
審議結果	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10 ～ 11
議会のうごき等	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　12

主な内容
平成29年第３回定例会

①町制施行記念式典（大山崎小学校）

③現在の
　役場庁舎

都市計画税関連条例を可決 ～平成30年度から導入へ～
平成29年第３回定例会（ 9月議会）会期８月23日～９月15日

平成28年度各会計決算を認定
②町制施行当時の
　役場庁舎
（当時は大山崎小
学校に隣接して
いました）

④町制施行50周年記念式典（大山崎中学校）
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１
．
保
育
所
問
題
に
つ
い
て

問
大
山
崎
町
立
保
育
所
民

営
化
に
係
る
事
業
者
選
定
委

員
会
か
ら
出
さ
れ
た
付
帯
意

見
書
に
つ
い
て
、
町
長
の
考

え
を
問
う
。

答
町
で
は
、
第
２
保
育
所

に
通
所
し
て
い
る
児
童
保
護

者
を
対
象
に
第
２
保
育
所
民

営
化
に
伴
う
意
向
確
認
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
そ
の

集
計
結
果
で
は
、
町
立
保
育

所
を
希
望
す
る
方
、
ま
た
第

２
保
育
所
に
通
所
し
た
い
と

回
答
さ
れ
た
方
が
82
％
を
占

め
て
い
る
。
そ
れ
を
解
決
す

る
た
め
、
第
２
保
育
所
の
在

園
児
童
に
つ
い
て
は
、
民
間

園
と
公
立
園
の
選
択
が
で
き

る
よ
う
に
と
の
付
帯
意
見
書

が
出
さ
れ
た
。

　
町
で
は
、
付
帯
意
見
書
を

重
く
受
け
止
め
て
い
る
。
そ

の
う
え
で
、
児
童
へ
の
影
響

や
保
護
者
の
不
安
を
軽
減

し
、
現
在
の
第
２
保
育
所
の

在
園
児
童
に
つ
い
て
も
、
公

立
園
・
民
間
園
の
選
択
の
も

と
で
保
育
が
実
施
で
き
る
よ

う
に
時
限
的
に
最
長
４
年
間
、

第
２
保
育
所
を
存
続
さ
せ
る

こ
と
に
決
定
し
た
。

２
．
中
学
校
給
食
導
入
に
つ

い
て

問
中
学
校
給
食
導
入
に
向

け
て
の
進
捗
状
況
を
問
う
。

答
平
成
29
年
度
の
基
本
設

計
業
務
に
お
い
て
、
中
学
校

給
食
施
設
の
計
画（
候
補
）敷

地
で
の
具
体
的
な
検
討
を
行

い
、
候
補
地
に
お
け
る
概
略

計
画
図
の
作
成
等
を
予
定
し

て
い
る
。

３
．
公
共
施
設
整
備
計
画
に

つ
い
て

問
公
共
施
設
整
備
計
画
の

進
捗
状
況
を
問
う
。

答
公
共
施
設
整
備
計
画
の

対
象
と
な
る
施
設
の
長
寿
命

化
や
施
設
単
独
で
の
建
て
替

え
、
ま
た
複
数
の
施
設
機
能

を
複
合
化
し
た
施
設
な
ど
の

複
数
の
整
備
手
法
案
の
最
終

検
討
を
慎
重
に
行
っ
て
い
る
。

　
本
計
画
を
策
定
し
た
後
に

は
、
公
募
や
各
種
団
体
等
の

皆
様
な
ど
か
ら
成
る
「（
仮

称
）公
共
施
設
整
備
計
画
検

討
会
議
」を
速
や
か
に
立
ち

上
げ
、
複
数
の
整
備
手
法
案

に
つ
い
て
ご
意
見
を
お
聞
き

し
た
い
。
そ
し
て
、
公
民
館

と
そ
の
周
辺
施
設
の
整
備
に

向
け
て
進
め
た
い
と
考
え
て

い
る
。

第３回定例会（９月議会）では、８人の
議員が一般質問に立ち、当面する本町
の課題について、町の考えをただしま
した。質問と答弁の内容を要約し、お
知らせします。

高木　　功議員……P ２
❖保育所問題について
❖公共施設整備計画について 他 

辻　真理子議員……P ３
❖子育て支援について
❖町体育館閉鎖中の対応について 

山中　一成議員……P ３
❖子育てについて
❖安全・安心について

波多野庇砂議員……P ４
❖ テラスハウス型住戸と円明寺が丘団

地の経年劣化について
❖ 大山崎山荘美術館北側の谷筋におけ

る小さく心もとない砂防ダムについ
て 他

岸　　孝雄議員……P ４
❖障がい児福祉計画の推進について
❖公共交通の維持拡充について

朝子　直美議員……P ５
❖保育所事業について
❖介護保険事業について

北村　吉史議員……P ５
❖都市計画について
❖危機管理について

渋谷　　進議員……P ６
❖都市計画税導入の提案について 他

※ 掲載内容は、一般質問をもとに各議員が
作成しています。（質問順に掲載）

※ 掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

高
木　

功
議
員
（
所
属
会
派
＝
公
明
党
）
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１
．
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

問
昨
年
９
月
議
会
に
お
い

て
、
子
ど
も
の
貧
困
調
査
に

つ
い
て
提
案
し
た
が
、
そ
の

後
の
進
捗
状
況
は
い
か
が
か
。

答
ま
ず
は
現
状
を
把
握
す

る
こ
と
が
重
要
と
認
識
し
て

い
る
。
今
後
、子
ど
も・子
育

て
支
援
事
業
の
次
期
計
画
策

定
の
際
に
、
貧
困
調
査
も
含

め
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
。

問
就
学
援
助
制
度
の
早
期

支
給
や
、
ク
ラ
ブ
活
動
費
を

援
助
項
目
に
含
め
る
点
等
に

つ
い
て
は
い
か
が
か
。

答
こ
れ
ま
で
９
月
末
に
支

給
し
て
い
た
援
助
費
目
の
う

ち
額
の
大
き
い
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
の
支
給
時
期

を
７
月
初
旬
に
変
更
し
た
。

　
ク
ラ
ブ
活
動
費
援
助
の
必

要
性
は
認
識
し
て
い
る
が
、

財
源
的
に
困
難
で
あ
る
。

再
質
問　
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ 

ー
ト
利
用
料
が
高
く
て
利
用

し
に
く
い
と
の
声
を
お
聞
き

し
て
い
る
。一
人
ひ
と
り
の
子

ど
も
の
生
活
を
大
切
に
支
援

す
る
な
ら
、例
え
ば
、町
と
し

て
別
制
度（
ひ
と
り
親
家
庭
等

日
常
生
活
支
援
事
業
）等
の
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
る
か
。

答
詳
細
は
把
握
し
て
い
な

い
。
福
祉
的
サ
ポ
ー
ト
が
で

き
れ
ば
検
討
す
る
。

再
質
問　
京
都
府
が
実
施
し

て
い
る
平
成
29
年
度
き
ょ
う

と
こ
ど
も
の
城
づ
く
り
事
業

等
の
居
場
所
づ
く
り
に
つ
い

て
、
進
捗
状
況
は
い
か
が
か
。

答
町
で
は
ま
だ
詰
め
ら
れ

て
い
な
い
。

再
質
問　
こ
れ
ま
で
の
子
ど

も・子
育
て
支
援
事
業
計
画
の

中
で
も
、望
ま
し
い
子
育
て
支

援
策
と
し
て
は
経
済
的
負
担

の
軽
減
が
最
も
多
い
。そ
の
点

に
つ
い
て
考
え
は
い
か
が
か
。

答
財
政
状
況
を
考
え
な
が

ら
、
０
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の

子
育
て
支
援
を
考
え
る
。

再
質
問　
例
え
ば
医
療
費
に

つ
い
て
、
中
学
生
の
通
院
無

償
化
は
年
間
50
万
円
で
で
き

る
。
高
校
生
ま
で
対
象
と
し

て
も
約
１
０
０
万
円
程
度
で

可
能
で
あ
る
が
、
い
か
が
か
。

答
現
在
考
え
て
い
な
い
が
、

前
向
き
に
検
討
す
る
。

再
質
問　
就
学
援
助
制
度
の

案
内
に
つ
い
て
、
現
在
は
利

用
し
た
い
世
帯
の
み
が
申
請

さ
れ
て
い
る
が
、
丁
寧
に
把

握
す
る
手
段
と
し
て
、
全
世

帯
に
申
請
の
有
無
を
記
載
し

て
も
ら
い
返
却
し
て
も
ら
っ

て
は
ど
う
か
。

答
新
入
学
児
童
へ
の
入
学

説
明
会
で
配
布
し
て
い
る
。ま

た
、町
Ｈ
Ｐ
に
て
４
月・５
月

に
制
度
を
周
知
し
て
い
る
。ご

指
摘
の
点
は
今
後
検
討
す
る
。

２
．
町
体
育
館
閉
鎖
中
の
対

応
に
つ
い
て

問
工
事
閉
鎖
中
も
体
育
館

を
引
き
続
き
指
定
避
難
所
と

す
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
使

用
可
能
な
の
か
。

答
大
規
模
災
害
発
生
時
に

お
い
て
は
、
改
修
中
の
町
体

育
館
の
み
な
ら
ず
、
全
て
の

避
難
所
の
被
災
状
況
を
確
認

し
、
安
全
性
の
観
点
か
ら
使

用
の
可
否
を
判
断
す
る
。

１
．
子
育
て
に
つ
い
て

問
保
育
所
民
営
化
推
進
の

必
要
性
は
論
を
ま
た
な
い
が
、

ど
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て

推
進
し
て
い
く
考
え
で
あ
る

か
。

答
私
の
掲
げ
る
子
育
て
支

援
と
は
、
０
歳
か
ら
18
歳
ま

で
を
ト
ー
タ
ル
に
考
え
て
い

く
施
策
で
あ
る
。
未
来
を
担

う
全
て
の
子
ど
も
た
ち
が
健

や
か
に
育
ま
れ
る
た
め
に
、

さ
ら
な
る
子
育
て
支
援
策
に

つ
い
て
、
子
ど
も
中
心
の
考

え
の
も
と
、
持
続
可
能
な
ま

ち
づ
く
り
を
見
据
え
、
し
っ

か
り
と
保
育
所
民
営
化
を
進

め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

２
．
安
全
・
安
心
に
つ
い
て

問
他
市
町
村
で
は
、
Ｌ
Ｅ

Ｄ
防
犯
灯
を
リ
ー
ス
等
で
一

度
に
設
置
を
進
め
る
こ
と
に

よ
り
、
光
熱
費
を
削
減
し
て

い
る
と
聞
く
。
本
町
の
進
捗

状
況
と
今
後
の
見
通
し
に
つ

い
て
は
ど
う
か
。

答
本
町
で
は
毎
年
50
基
程

度
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
更
新
工
事
を

実
施
し
て
お
り
、
全
防
犯
灯

約
１
，
５
０
０
基
の
内
、
概

ね
３
０
０
基
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を

完
了
し
て
い
る
。

　
ご
質
問
の
今
後
の
見
通
し

に
つ
い
て
は
、
ご
指
摘
の
リ 

ー
ス
を
行
う
方
法
を
含
め
、

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
よ
る
財
政
効
果

を
検
討
し
て
い
る
。

　
こ
の
間
、
現
在
ま
で
防
犯

灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
進
め
て
き

た
地
区
か
ら
は
「
明
る
く

な
っ
た
」
と
い
う
声
も
い
た

だ
い
て
い
る
。

　
来
年
度
か
ら
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

事
業
に
つ
い
て
は
、
前
倒
し

等
も
検
討
し
、
積
極
的
に
進

め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

問
鏡
田
地
区
の
ス
ー
パ
ー

跡
地
に
新
店
舗
が
誘
致
さ
れ

た
と
住
民
か
ら
聞
い
て
い
る

が
、
そ
の
経
緯
と
今
後
の
見

通
し
を
問
う
。

答
大
山
崎
商
業
協
同
組
合

「
ラ
ブ
リ
ー
円
明
寺
」が
、地

権
者
な
ど
関
係
機
関
と
の
調

整
が
整
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

新
し
い
ス
ー
パ
ー
出
店
の
運

び
と
な
っ
た
。

　
出
店
に
伴
い
、地
元
住
民
が

愛
着
を
持
ち
、末
永
く
利
用
し

て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
新
し
い

店
の
名
前
を
大
山
崎
小
学
校
の

児
童
か
ら
募
集
さ
れ
て
い
る
。

問
防
災
倉
庫
の
管
理
状
況

を
問
う
。

答
自
主
防
災
活
動
の
一
環

と
し
て
訓
練
等
を
実
施
さ
れ

た
自
主
防
災
組
織
の
皆
様
か

ら
、
使
用
さ
れ
た
上
で
の
状

況
を
通
報
い
た
だ
き
、
補
充

や
補
修
を
行
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
自
主
防
災
組
織
が

設
立
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に

お
い
て
は
、
災
害
時
等
に
適

切
に
防
災
倉
庫
の
資
機
材
が

使
用
で
き
る
よ
う
管
理
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
今

後
も
、
自
主
防
災
組
織
を
は

じ
め
町
内
会
・
自
治
会
と
の

連
携
を
深
め
、
地
域
の
自
主

防
災
活
動
の
活
性
化
支
援
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

こ
の
他
に
子
育
て
に
つ
い
て

８
項
目
質
問
し
た
。

※ 掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

辻　

真
理
子
議
員
（
所
属
会
派
＝
日
本
共
産
党
議
員
団
）

山
中 

一
成
議
員
（
所
属
会
派
＝
大
山
崎
ク
ラ
ブ
）
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１
．
当
町
の
空
き
家
に
つ
い
て

問
空
き
家
の
戸
数
等
の
実

態
、
及
び
対
策
を
問
う
。

答
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
家
屋
は
約
３
５
０

戸
あ
る
。調
査
し
た
結
果
、空

き
家
と
思
わ
れ
る
住
宅
は
36

軒
で
、
防
災
・
防
犯
上
問
題

の
あ
る
も
の
は
な
く
、
概
ね

適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
。

２
．
高
齢
化
の
進
行
に
つ
い
て

問
空
き
家
増
加
や
税
収
の

落
ち
込
み
等
に
影
響
し
、
関

連
経
費
増
と
な
る
対
策
を
問

う
。

答
平
成
37
年
に
団
塊
世
代

が
75
歳
を
迎
え
、
介
護
を
必

要
と
す
る
方
の
増
加
が
見
込

ま
れ
る
。
町
は
長
寿
苑
で
運

動
教
室
、
保
健
セ
ン
タ
ー
等

で
筋
力
向
上
事
業
、
洛
和

ヴ
ィ
ラ
で
認
知
症
関
連
事
業

に
取
り
組
み
、
介
護
予
防
に

努
め
て
い
る
。

３
．
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
型
住
戸

と
円
明
寺
が
丘
団
地
の
経
年

劣
化
に
つ
い
て

問
対
策
を
問
う
。

答
建
築
か
ら
40
年
以
上
経

過
し
、経
年
劣
化
が
懸
念
さ
れ

る
。し
か
し
、個
人
の
財
産
で 

あ
る
た
め
、建
て
替
え
等
に
つ

い
て
は
所
有
者
に
実
施
し
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
る
。
町

と
し
て
ど
の
よ
う
な
支
援
が

で
き
る
か
も
含
め
、
他
の
市

町
の
事
例
等
を
参
考
に
し
、広

報
等
に
よ
り
今
後
と
も
情
報

提
供
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

４
．
当
町
域
に
お
け
る
過
去

３
年
間
の
開
発
状
況
に
係
る

税
収
、
並
び
に
現
状
の
関
連

開
発
に
つ
い
て

問
そ
の
上
に
建
設
さ
れ
た

面
積
を
問
う
。

答
６
，
２
９
３
㎡
で
あ
る
。

問
係
る
税
収
を
問
う
。

答
約
９
７
３
万
円
で
あ
る
。

５
．
生
産
緑
地
に
係
る
２
０

２
２
年
問
題
に
つ
い
て

問
３
大
都
市
圏
に
お
け
る

市
街
化
区
域
の
生
産
緑
地
の

30
年
満
期
到
来
に
伴
う
当
町

へ
の
影
響
を
問
う
。

答
約
6.5 

ha
の
生
産
緑
地
が

指
定
さ
れ
て
い
る
当
町
の
２

０
２
２
年
問
題
は
、
30
年
が

経
過
す
る
２
０
４
３
年
と
な

る
。
現
在
、
指
定
か
ら
30
年

後
も
引
き
続
き
生
産
緑
地
と

し
て
維
持
で
き
る
特
定
生
産

緑
地
制
度
の
創
設
等
、
同
問

題
に
対
応
し
た
各
種
施
策
が

展
開
さ
れ
て
い
る
。

６
．
大
山
崎
山
荘
美
術
館
北

側
の
谷
筋
に
お
け
る
小
さ
く

心
も
と
な
い
砂
防
ダ
ム
に
つ

い
て

問
防
災
対
策
を
問
う
。

答
美
術
館
東
側
に
１
基
と

上
流
の
宝
積
寺
北
側
に
１
基

の
砂
防
堰
堤
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
高
橋
川
流
域
は
土
砂

災
害
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ

て
い
る
が
、阪
急・Ｊ
Ｒ
両
線

路
が
被
災
す
る
想
定
は
な
い
。

７
．
長
岡
京
市
と
大
山
崎
町

職
員
の
人
事
交
流
に
つ
い
て

問
職
員
の
人
事
交
流
は
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

い
か
が
か
。

答
人
事
交
流
は
非
常
に
有

意
義
な
制
度
で
、
国
・
府
と

の
人
事
交
流
を
継
続
す
る
。

１
．
障
が
い
児
福
祉
計
画
の

推
進
に
つ
い
て

問
国
の
基
本
指
針
に
基
づ

き
、
市
町
村
が
作
成
す
る
障

が
い
児
福
祉
計
画
に
て
推
進

さ
れ
る
べ
き
サ
ー
ビ
ス
、
及

び
通
所
支
援
等
の
提
供
体
制

の
確
保
に
つ
い
て
問
う
。

答
平
成
30
年
度
か
ら
32
年

度
を
計
画
年
度
と
す
る
第
５

期
障
が
い
福
祉
計
画
の
策
定

を
進
め
て
い
る
。
障
が
い
者

の
方
々
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提

供
事
業
所
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
、
大
山
崎
町
障
害
者

基
本
計
画
等
策
定
委
員
会
に

て
議
論
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

関
係
機
関
と
も
連
携
を
図
っ

た
う
え
で
、
障
が
い
児
及
び

そ
の
家
族
に
対
し
て
、
乳
幼

児
期
か
ら
学
校
卒
業
ま
で
一

貫
し
た
効
果
的
な
支
援
を
提

供
で
き
る
体
制
の
構
築
を
図

り
た
い
。

２
．
公
共
交
通
の
維
持
拡
充

に
つ
い
て

問
町
内
を
運
行
す
る
路
線

バ
ス
の
維
持
及
び
運
行
本
数

の
拡
充
に
つ
い
て
問
う
。

答
こ
れ
ま
で
も
町
民
の
足

の
確
保
を
図
る
た
め
、
乙
訓

２
市
と
連
携
・
共
同
し
て
阪

急
バ
ス
へ
廃
止
路
線
の
撤
回

と
減
便
の
緩
和
に
つ
い
て
、

強
く
要
望
し
て
き
た
。
町
内

バ
ス
路
線
の
維
持
や
便
数
の

拡
充
に
つ
い
て
は
、
利
用
者

数
の
維
持
・
増
加
が
課
題
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
引

き
続
き
、
路
線
バ
ス
の
利
用

促
進
を
は
じ
め
と
し
た
公
共

交
通
機
関
の
利
用
促
進
に
向

け
た
啓
発
活
動
等
に
取
組
む

と
と
も
に
、
バ
ス
事
業
者
と

も
連
携
を
図
っ
て
、
町
民
の

足
の
確
保
に
努
め
た
い
。

問
本
町
住
民
が
多
数
利
用

す
る
Ｊ
Ｒ
・
阪
急
と
京
阪
を

結
ぶ
路
線
バ
ス
90
系
統
の
さ

ら
な
る
本
数
拡
充
に
向
け
た

取
組
み
に
つ
い
て
問
う
。

答
運
行
に
つ
い
て
は
、
本

町
も
構
成
団
体
と
し
て
参
画

し
て
い
る
南
部
広
域
バ
ス
利

用
促
進
協
議
会
に
て
、
朝
の

遅
延
対
策
と
し
て
７
～
８
時

の
便
の
ダ
イ
ヤ
の
入
替
え
や

増
便
、
昼
間
利
用
の
掘
り
起

こ
し
等
を
検
討
し
て
き
た
。

ま
た
、
京
阪
沿
線
か
ら
乙
訓

地
域
へ
の
観
光
客
の
誘
客
に

向
け
た
取
組
等
を
促
進
す
る

こ
と
で
バ
ス
利
用
者
の
増
加

を
図
り
、
便
数
の
拡
充
に
繋

げ
た
い
と
も
考
え
て
い
る
。

波
多
野 

庇
砂
議
員
（
所
属
会
派
＝
の
ぞ
み
）

※ 掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

岸　

孝
雄
議
員
（
所
属
会
派
＝
民
主
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
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１
．
都
市
計
画
に
つ
い
て

問
今
回
の
定
例
会
に
お
い

て
都
市
計
画
税
条
例
が
上
程

さ
れ
て
い
る
。
本
町
の
都
市

計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
ど

う
考
え
て
い
る
か
。

答
本
町
だ
け
で
な
く
、
京

都
府
と
も
協
議
を
し
な
が
ら

検
討
し
た
い
。

問
公
共
施
設
整
備
計
画
を

早
期
に
策
定
し
、公
民
館
を
含

む
複
合
施
設
整
備
に
充
当
す

る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
。

答
ど
の
よ
う
な
施
設
と
す

る
の
か
、単
体・複
合
を
問
わ

ず
よ
り
良
い
施
設
と
し
た
い
。

問
Ｊ
Ｒ
山
崎
駅
周
辺
整
備

も
充
当
可
能
で
は
な
い
か
。

答
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
計
画

に
関
し
て
は
難
し
い
が
、
周

辺
整
備
に
関
し
て
は
対
応
可

能
で
あ
る
。

問
都
市
再
生
計
画
を
策
定

し
、
住
民
と
共
同
で
円
明
寺

が
丘
団
地
の
再
生
を
急
ぐ
べ

き
で
は
な
い
か
。

答
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

２
．
危
機
管
理
に
つ
い
て

問
８
月
29
日
早
朝
に
北
朝

鮮
に
よ
り
ミ
サ
イ
ル
が
発
射

さ
れ
、
我
が
国
上
空
を
通
過

し
太
平
洋
に
落
下
し
た
。
Ｊ

ア
ラ
ー
ト（
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
）と
、長
い
時
間
が

か
か
っ
た
本
町
防
災
行
政
無

線
と
の
連
携
は
問
題
な
い
の

か
。
ま
た
、
全
域
に
確
実
に

伝
達
で
き
る
の
か
。

答
供
用
開
始
に
時
間
が
か

か
っ
た
こ
と
を
陳
謝
し
ま
す
。

調
査
結
果
と
し
て
町
全
域
に

確
実
に
届
い
て
い
る
。
伝
達

手
段
と
し
て
最
適
で
あ
る
。

問
高
齢
者
、
耳
の
不
自
由

な
方
、
エ
リ
ア
メ
ー
ル
等
を

受
け
取
れ
な
い
方
へ
の
伝
達

は
ど
う
す
る
の
か
。

答
難
し
い
問
題
と
考
え
る

が
、
努
力
す
る
。

問
国
民
保
護
の
観
点
か
ら

緊
急
時
に
備
え
た
避
難
方
法
、

命
の
守
り
方
を
指
導
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答
検
討
し
、
広
報
で
啓
発

し
た
い
。

１
．
保
育
所
事
業
に
つ
い
て

問
町
の
説
明
で
は
、
第
２

保
育
所
の
時
限
的
継
続
の
対

象
と
な
る
の
は
、
現
時
点
の

在
園
児
だ
け
と
の
こ
と
で
あ

る
。

　
来
年
度
、
新
た
に
入
所
す

る
子
ど
も
は
、
１
年
だ
け
第

２
保
育
所
を
利
用
す
る
こ
と

に
な
る
の
か
。

答
最
長
４
年
間
の
時
限
的

存
続
は
、
現
在
第
２
保
育
所

に
在
園
し
て
い
る
児
童
と
そ

の
保
護
者
の
民
営
化
へ
の
不

安
を
軽
減
す
る
た
め
に
行
う

も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
来
年
度
新
た

に
入
所
す
る
児
童
に
つ
い
て

は
、
入
所
申
込
の
際
に
、
平

成
31
年
度
以
降
は
他
の
保
育

所
に
転
園
す
る
こ
と
を
前
提

に
、
選
択
の
も
と
で
申
し
込

み
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と

し
て
お
り
、
時
限
的
存
続
の

対
象
と
は
考
え
て
い
な
い
。

問
時
限
的
継
続
期
間
に
お

け
る
第
２
保
育
所
の
推
計
児

童
数
を
問
う
。

答
時
限
的
存
続
の
対
象
児

童
数
は
現
在
の
０
歳
児
９
名
、

１
歳
児
12
名
、
２
歳
児
28
名
、

３
歳
児
29
名
の
合
計
78
名
で

あ
る
。

　
平
成
31
年
度
以
降
、
順
次

１
学
年
ず
つ
減
っ
て
い
く
こ

と
と
な
る
。

問
時
限
的
継
続
は
年
々
子

ど
も
の
数
が
減
る
な
ど
い
び

つ
な
形
態
と
な
り
、
子
ど
も

が
よ
り
よ
く
成
長
す
る
環
境

と
し
て
の
質
が
低
下
す
る
。

庁
内
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が

さ
れ
た
の
か
。

答
こ
れ
ま
で
の
保
育
所
運

営
と
異
な
っ
て
い
く
部
分
に

つ
い
て
は
、
保
育
内
容
の
創

意
工
夫
を
図
っ
て
い
き
な
が

ら
、
保
育
の
質
を
確
保
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

問
町
は
、
年
度
途
中
に
発

生
す
る
待
機
児
童
へ
の
対
策

は
行
わ
な
い
旨
の
答
弁
を
し

て
い
る
。
こ
れ
は
児
童
福
祉

法
を
遵
守
し
な
い
と
公
言
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ

ち
に
撤
回
し
、
時
期
に
関
わ

ら
ず
、
待
機
児
童
は
解
消
す

る
よ
う
努
め
る
べ
き
と
考
え

る
が
い
か
が
か
。

答
保
育
ニ
ー
ズ
を
注
視
し

な
が
ら
、
安
心
し
て
子
育
て

で
き
る
環
境
づ
く
り
に
努
め

て
い
き
た
い
。

２
．
介
護
保
険
事
業
に
つ
い

て問
本
年
５
月
に
改
定
さ
れ

た
介
護
保
険
法
は
、
町
民
に

更
な
る
負
担
増
と
サ
ー
ビ
ス

縮
小
を
押
し
つ
け
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
。
町
と
し
て

独
自
の
負
担
軽
減
策
や
、
必

要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
対

策
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
改
正
さ
れ
た
介
護
保
険

制
度
の
柱
の
１
つ
に
制
度
の

持
続
可
能
性
の
確
保
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
能
力
に
応
じ
た

負
担
を
求
め
る
改
革
も
必
要

と
い
う
観
点
か
ら
改
正
さ
れ

た
。
そ
の
趣
旨
を
念
頭
に
実

施
し
て
い
き
た
い
。

※ 掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

朝
子　

直
美
議
員
（
所
属
会
派
＝
日
本
共
産
党
議
員
団
）

北
村　

吉
史
議
員
（
所
属
会
派
＝
大
山
崎
ク
ラ
ブ
）

国民保護ポータルサイト「弾道ミサイル落下時の行動について」
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１
．
都
市
計
画
税
導
入
の
提

案
に
つ
い
て

問
都
市
計
画
税
は
具
体
の

計
画
が
あ
っ
て
の
も
の
だ
が
、

な
ぜ
議
会
へ
の
事
前
説
明
と

税
率
も
課
税
目
的
も
変
わ
っ

た
の
か
。
説
明
を
求
め
る
。

答
８
月
４
日
全
員
協
議
会

の
事
前
説
明
で
は
、町
が
抱
え

て
い
る
都
市
基
盤
整
備
全
体

の
課
題
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

８
月
23
日
に
提
出
し
た
議
案

は
そ
の
う
ち
当
面
優
先
す
べ

き
事
業
に
絞
っ
て
、そ
の
必
要

経
費
か
ら
税
率
を
計
算
し
て

税
率
を
決
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
現
在
、
既

に
都
市
計
画
事
業
と
し
て
取

り
組
ん
で
い
る
下
水
道
施
設

整
備
の
費
用
に
充
て
る
。

問
財
源
確
保
の
方
法
に
は

固
定
資
産
税
の
超
過
課
税
も

あ
る
。
企
業
の
償
却
資
産
も

対
象
と
し
、ま
た
２
０
０
㎡
以

下
の
小
規
模
住
宅
用
地
の
税

額
は
１
／
６
と
な
る
固
定
資

産
税
の
方
が
、税
の
公
平
性
の

面
で
も
生
活
弱
者
へ
の
配
慮

に
も
優
れ
て
い
る
と
考
え
る

が
、な
ぜ
都
市
計
画
税
な
の
か
。

答
多
く
の
近
隣
市
町
で
は
、

都
市
計
画
税
を
導
入
し
て
い

る
。
本
町
は
こ
れ
ま
で
町
内

に
立
地
す
る
企
業
か
ら
豊
か

な
税
収
が
あ
っ
た
の
で
、
都

市
計
画
税
は
導
入
し
て
こ
な

か
っ
た
。

　
し
か
し
、今
、公
共
施
設
の

老
朽
化
や
歩
道
整
備
等
の
課

題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま

た
内
水
氾
濫
の
緊
急
対
策
と

し
て
雨
水
排
水
施
設
の
改
修

を
行
っ
て
き
た
が
、
確
実
に

実
施
す
る
た
め
に
は
安
定
財

源
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
都
市
計
画
税
を
導
入
す

る
。
な
お
、
都
市
計
画
税
は

使
用
目
的
が
明
確
な
の
で
理

解
を
得
や
す
い
。
私
は
都
市

計
画
税
を
公
約
に
し
て
町
長

に
当
選
し
た
。

問
こ
の
間
、
物
価
は
上
昇

す
る
一
方
で
所
得
は
増
え
ず
、

町
民
の
暮
ら
し
は
厳
し
く
な

る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
も
、

近
々
国
民
健
康
保
険
税
の
値

上
げ
が
言
わ
れ
、
介
護
保
険

料
は
来
年
値
上
げ
の
時
期
に

な
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
も
減
免
が
な
く
な
る
と
、

負
担
は
更
に
増
す
。
そ
の
上
、

再
来
年
に
は
消
費
税
10
％
増

税
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、今
後

も
町
民
負
担
増
が
連
続
す
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
で
の
増
税

は
慎
重
に
な
る
は
ず
で
あ
る

が
、
な
ぜ
今
こ
の
時
期
に
都

市
計
画
税
を
導
入
し
て
増
税

す
る
の
か
。

答
私
は
都
市
計
画
税
を
公

約
に
し
て
当
選
し
、
町
民
か

ら
信
託
さ
れ
た
。
導
入
時
期

を
み
て
い
た
が
、
今
回
、
課

題
を
先
送
り
で
き
な
い
状
況

と
判
断
し
て
提
案
し
た
。
町

民
の
暮
ら
し
が
厳
し
い
こ
と

は
承
知
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
乙
訓
に
は
火
葬

場
が
な
く
葬
祭
費
用
が
高
く

つ
く
と
の
町
民
か
ら
の
訴
え

を
取
り
上
げ
、
費
用
の
助
成

な
ど
を
求
め
た
が
、「
考
え
て

い
な
い
」と
の
答
弁
で
あ
っ
た
。

※ 掲載内容は、一般質問をもとに各議員が作成しています。

　条例とは、地方公共団体が法律の範囲内で、その町の事務に関して定める法規であり、住民の権利を制限し
たり、義務を課したりするため、議会の議決がなければ制定、廃止等することができません。
　議決のうえ公布・施行された条例は、その町域にいる、住民・旅行者・滞在者・日本人・外国人の区別なく
全ての者に適用され、改正又は廃止されない限り永久に効力があります。だからこそ、その制定に当たっては、
住民の意思が正しく反映されているのかなど、特に慎重に検討する必要があります。
　条例は、住民が町の自治をルール化し、円滑に運営するために必要不可欠なものであるため、住民の代表機
関である議会は、条例の目的は何か、住民が賛成する内容であるか、財政的に可能か、どれほどの効果が期待
できるかなど、十分に審議して制定しなければなりません。

渋
谷　

進
議
員
（
所
属
会
派
＝
日
本
共
産
党
議
員
団
）

✐議会豆知識✐ 条例制定の手続きについて

条例制定の流れ
住　　　　　　　民

町　長

条例制定の直接請求 請 願

議 決

議　会

本会議
提案説明

委員会付託

本会議
討論
採決

委員会
条例案の目的や住民の利
益、財政、効果等を審議　

町　長

条例案の提出

議員･委員会

条例の公布･施行
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　平成28年度一般会計ほか各会計決算の審査内容については９ページに、審議結果については10～11ページに
記載しています。

　大山崎町議会では、町の予算が適正に使われたのか、またその効果を評価し、翌年度の予算編成などに生か
すため、毎年第３回（９月）定例会において前年度各会計の決算審査を行っています。

予算をどう使い、どんな
効果があったのか？　

いざ決算！

会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
！

◎
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
定
例
会
・
臨
時
会
の
会
議
録
を
簡
単
に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

「
町
議
会
で
な
に
を
決
め
て
い
る
の
？
」

「
気
に
な
る
あ
の
問
題
に
つ
い
て
町
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
？
」

「
一
般
質
問
＆
答
弁
の
内
容
を
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
！
」

「
議
案
に
対
し
て
ど
ん
な
質
疑
や
討
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
？
」

議
会
で
は
、
定
例
会
・
臨
時
会
の
会
議
録
を
作
成
し
、

「
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
」に
よ
り
公
開
し
て
い
ま
す　

▼
検
索（
け
ん
さ
く
）す
る

・�「
ト
ピ
ッ
ク（
話
題
）」、「
キ
ー
ワ
ー
ド
」等
や「
発
言
者
」な
ど

を
入
力
・
選
択
し
、
一
般
質
問
＆
答
弁
、
議
案
に
対
す
る
質

疑
や
討
論
の
内
容
を
検
索
で
き
ま
す
。

　
（
例
）�ト
ピ
ッ
ク
の「
観
光
」を
選
択
し
、第
○
回
定
例
会
、答
弁
者
は「
町
長
」と
指
定
し
て
検
索
す
る
と
…
…

　
　
　

�

そ
の
定
例
会
中
の「
観
光
」が
含
ま
れ
る
町
長
の
発
言
が
ズ
ラ
リ
と
並
ん
で
表
示
さ
れ
、
す
ぐ
読
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
印
刷
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

・
会
議
録
の
全
部
、
ま
た
は
気
に
な
る
箇
所
を
指
定
し
て
印
刷
や
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

Ｑ　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ど
こ
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
？

Ａ　

ホ
ー
ム�

〉�

お
お
や
ま
ざ
き
町
議
会�

〉�

町
議
会
本
会
議
会
議
録　

か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い

Ｑ　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
ど
こ
で
会
議
録
を
見
ら
れ
る
の
？

Ａ　

左
記
の
場
所
に
備
え
置
い
て
い
る
冊
子
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　

役
場
庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー
・
３
階
情
報
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
、
中
央
公
民
館
図
書
室

Ｑ　
（
本
会
議
だ
け
で
な
く
）委
員
会
の
記
録
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
？

Ａ　

委
員
会
の
記
録
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
情
報
公
開
請
求
に
よ
り
閲
覧
・

　
　

複
写
が
で
き
ま
す
。
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
企
画
観
光
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
各
定
例
会
の
会
議
録
は
、
お
お
む
ね
次
の
定
例
会
が
始
ま
る
頃
に
配
架
、
ア
ッ
プ
し
ま
す
。

決算 はどのように審査されているの？

予算決算常任委員会
町長（各部長）から
決算書の内容の説明
を受けて質疑しま
す。

本会議（採決）
各会計決算につい
て討論のうえ、認
定するか否か採決
します。

本会議
監査委員による決
算審査報告と町長
による提案説明を
受けます。

町議会における
決算審査の流れ

翌年度の予算編成
などに生かす

ふむ
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こんなことが決まりました9月議会

平成29年
第３回定例会

都
市
計
画
税
条
例
、
都
市
計
画
事
業
基
金
条
例
、
平
成
29
年
度
各
会
計
補
正
予
算
を
可
決 

平
成
28
年
度
一
般
会
計
ほ
か
各
会
計
決
算
を
認
定

　

都
市
計
画
税
関
連
条
例
や
平
成
29
年
度
各
会
計
補
正
予
算
、
平
成
28
年
度
各
会
計
決
算
な
ど
を
慎
重
に
審
議
の
う
え
可
決（
認
定
）し
ま
し
た
。

そ
の
審
議
内
容
の
う
ち
主
な
も
の
を
次
の
と
お
り
紹
介
し
ま
す
。
審
議
結
果
は
10
・
11
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

平
成
30
年
度
か
ら
都
市
計
画
税
を
導
入
へ

❐
大
山
崎
町
都
市
計
画
税
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

都
市
計
画
税
は
、
道
路
や
公
共
施
設
の
整
備
な
ど
特
定
の
目
的
に
使
う
た
め

に
徴
収
す
る
目
的
税
で
す
。
今
定
例
会
で
、平
成
30
年
度
か
ら
都
市
計
画
税（
税

率
0.1
％
）を
課
税
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
、総
務
産
業
常
任
委
員
会
で
審
議
し
、

本
会
議
で
討
論
し
た
後
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
、
町
か
ら
目
的
税
と
し
て
現
在
進
め
て
い
る
下
水
道
事
業
の
償

還
に
充
て
る
と
の
説
明
が
あ
り
、
各
委
員
は
税
率
を
0.1
％
と
し
た
根
拠
や
今
後

の
引
き
上
げ
の
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
し
ま
し
た
。
本
会
議
で
は
、住
民
に

対
す
る
説
明
が
不
足
し
て
い
る
と
す
る
反
対
討
論
や
、
町
の
将
来
の
た
め
に
必

要
と
す
る
賛
成
討
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。（
討
論
の
状
況
は
11
ペ
ー
ジ
参
照
）。

❐
大
山
崎
町
都
市
計
画
事
業
基
金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

来
年
度
か
ら
徴
収
さ
れ
る
都
市
計
画
税
収
入
額
の
う
ち
、
各
年
度
の
都
市
計

画
事
業
に
支
出
し
た
残
額
を
今
後
の
同
事
業
の
た
め
の
基
金
と
し
て
積
み
立
て

る
条
例
案
に
つ
い
て
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

委
員
会
で
は
、
同
税
導
入
に
よ
り
生
じ
た
余
裕
を
何
に
使
う
の
か
な
ど
に
つ

い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

❐
大
山
崎
町
税
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

来
年
度
か
ら
都
市
計
画
税
を
固
定
資
産
税
と
あ
わ
せ
て
徴
収
す
る
条
例
改
正

案
に
つ
い
て
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

本
会
議
で
は
、
税
条
例
の
一
部
文
言
に
誤
り
が
あ
っ
た
事
態
を
受
け
て
今
後

の
再
発
防
止
を
求
め
る
趣
旨
か
ら
反
対
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
29
年
度
補
正
予
算
を
可
決

❐
一
般
会
計
補
正
予
算（
５
，
３
１
４
万
７
千
円
増
額
）

29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）は
、
５
，
３
１
４
万
７
千
円
を

増
額（
補
正
）し
、
歳
入
・
歳
出
予
算
の
総
額
は
６
２
億
２
，
３
２
２
万
８

千
円
と
な
り
ま
し
た
。

歳
入
に
関
し
て
は
、普
通
交
付
税
の
増
額
の
ほ
か
、ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
推
進

事
業（
ス
イ
ス
フ
ェ
ア
）が
き
ょ
う
と
地
域
創
生
府
民
会
議
協
賛
事
業
と
し

て
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
協
賛
金（
25
万
円
）な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
歳
出
に
関
し
て
は
、
都
市
計
画
税
の
課
税（
徴
収
）に
係
る
シ
ス
テ
ム
改

修
委
託
料（
約
３
６
７
万
円
）・
町
内
法
人
の
確
定
申
告
に
よ
る
町
民
税
の

還
付
金
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

予
算
決
算
常
任
委
員
会
で
は
、
主
に
都
市
計
画
税
導
入
の
是
非
や
第
２

保
育
所
民
営
化
の
進
捗
に
つ
い
て
質
疑
等
が
あ
り
、
本
会
議
に
お
い
て
討

論
の
う
え
、
同
補
正
予
算
を
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

❐
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
１
億
５
，
４
１
８
万
８
千
円
増
額
）

28
年
度
繰
越
金
を
財
源
と
し
た
基
金
積
立
な
ど
事
業
に
必
要
な
予
算

が
計
上
さ
れ
た
補
正
予
算
を
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

❐
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
９
，
８
２
４
万
８
千
円
増
額
）�

❐�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算（
１
，６
２
３
万
６
千
円
増
額
）

介
護
保
険
事
業
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
事
業
の
た
め
必
要
な
予
算
が

計
上
さ
れ
た
各
補
正
予
算
を
全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

✐都市計画税……平成30年度から固定資産税とあわせて課税（徴収）されます
　　☑ 納税義務者� 町内の市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者
　　☑ 税額・税率� 税額＝（土地・家屋の）課税標準額×税率0.1％
　　☑ 賦 課 期 日� １月１日（固定資産税と同じ）
　　☑ 納　期　限� １期/５月31日�２期/７月31日
� ３期/ 12月25日�４期/２月末日（固定資産税と同じ）
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28
年
度
各
特
別
会
計
決
算
を
審
査
し
認
定

❐
28
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

委
員
会
で
は
、
国
民
健
康
保
険
税
が
高
く
な
る
要
因
で
あ
る
医
療
費
増

加
を
抑
え
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
28
年
度
か
ら
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
に
削
減
で
き
る
薬
代
の
一
例
を
紹
介

し
た
差
額
通
知
を
行
っ
て
い
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
、
30

年
度
か
ら
の
都
道
府
県
単
位
へ
の
一
元
化
に
よ
る
町
民
の
負
担
増
に
対
す

る
施
策
へ
の
要
望
、
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。

委
員
会
の
審
査
を
踏
ま
え
、
本
会
議
に
お
い
て
全
員
賛
成
で
認
定
し
ま

し
た
。

❐
28
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

28
年
度
に
建
設
負
担
金
を
支
出
し
た
下
水
汚
泥
固
形
燃
料
化
施
設
の

整
備
に
つ
い
て
、
進
捗
状
況
を
尋
ね
る
質
疑
が
あ
り
、
今
年
４
月
か
ら
供

用
開
始
さ
れ
、
販
売
等
の
動
き
は
今
後
報
告
予
定
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
同
施
設
の
耐
用
年
数
や
劣
化
予
測
等
、
十
分
な
検
討

と
説
明
を
求
め
る
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
委
員
会
の
審
査
を
踏
ま
え
、
本

会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
で
認
定
し
ま
し
た
。

28
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算
を
審
査
し
認
定

❐
28
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

委
員
会
で
は
、
漏
水
の
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
有
効
水
量
を
給

水
量
で
除
し
た
有
収
率
は
改
善
し
て
お
り
、こ
の
間
の
対
策
に
よ
っ
て
漏
水

は
減
っ
て
い
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
、今
後
多
額
の
資
金
需

要
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
中
長
期
的
な
経
営
改
善
を
求
め
る
意
見
、
建
設
負

担
水
量
や
府
営
水
道
受
水
負
担
の
軽
減
を
求
め
る
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
の
審
査
を
踏
ま
え
、
本
会
議
に
お
い
て
討
論
の
う
え
、
賛
成
多

数
で
認
定
し
ま
し
た
。

28
年
度
一
般
会
計
決
算
を
審
査
し
認
定

❐
28
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

予
算
決
算
常
任
委
員
会
で
は
、
決
算
審
査
の
た
め
、
各
委

員
が
質
疑
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
歳
入
】

問　
町
税
収
入
の
状
況
は
。

答　

町
民
税
の
う
ち
法
人
町
民
税
が
減
収
と
な
る
一
方
で
、

固
定
資
産
税
は
償
却
資
産
が
増
収
と
な
っ
た
。

問　
経
常
収
支
比
率（
９
７
．
８
％
）の
悪
化
に
つ
い
て
は
。

答　

京
都
府
内
で
も
高
い
率
で
あ
り
、歳
入
を
増
や
す
努
力

を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

【
歳
出
】

問　
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
の
稼
働
率
を
高
め
る
方
策
は
。

答　

利
便
性
を
生
か
し
た
活
用
方
法
を
研
究
す
る
。

問　
28
年
度
に
整
備
し
た
小
規
模
保
育
施
設
の
状
況
は
。

答　

現
在
定
員
い
っ
ぱ
い
の
入
所
が
あ
る
。
ま
た
病
児
・
病

後
児
保
育
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
子
育
て
支
援
の
効
果
と
評

価
し
て
い
る
。

問　
（
ご
み
問
題
に
関
し
て
）最
終
埋
立
処
分
場
の
確
保
が

困
難
な
中
、
ご
み
減
量
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
。

答　

家
庭
ご
み
は
減
っ
て
き
て
い
る
一
方
、
事
業
所
の
ご
み

は
減
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
料
金
の
適
正
化
を
検
討
す
る
。

そ
の
他
、
教
育
費
に
関
し
て
、
経
済
的
な
理
由
で
就
学
困

難
な
児
童
・
生
徒
や
特
別
支
援
学
級
児
童
の
保
護
者
に
対
す

る
就
学
援
助
の
状
況
に
つ
い
て
質
疑
、
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
成
果
を
今
後
の
町
政
運
営
に

十
分
生
か
ま
す
よ
う
求
め
、本
会
議
に
お
い
て
討
論
の
後
、賛

成
多
数
で
認
定
し
ま
し
た
。

�

（
決
算
審
査
の
流
れ
は
７
ペ
ー
ジ
下
段
参
照
）

◆43.2%（前年度から1.8ポイントDOWN）
一般会計の歳入に占める町税収入（25億2,689万
9千円）の割合

◆97.8%（前年度から1.8ポイントUP）
一般会計の経常収支比率（家計でいえば、生活
費など毎月必要な支払いが収入に占める割合）
※高いほど財政が硬直化していることを表す

◆7,350万円 �（NEW）
今春開所した小規模保育施設（京都がくえん保
育園・ひかり保育園大山崎町）の整備補助金額
（一般会計の歳出に含む）
� （詳しくは決算書等をご覧ください）

平成28年度各会計決算額
区　分 歳入決算額 歳出決算額

一 般 会 計 58億5,079万9千円 57億0,894万6千円
事 業 特 別 会 計 39億1,198万6千円 36億4,023万7千円

内　
訳

国 民 健 康 保 険 17億9,501万5千円 16億4,185万4千円
下 水 道 5億4,067万1千円 5億2,880万0千円
介 護 保 険 13億2,673万3千円 12億3,125万3千円
後期高齢者医療保険 2億4,956万7千円 2億3,833万0千円

区　分 収入決算額 支出決算額

水道事業会計
収益的収支 4億8,601万3千円 4億7,412万7千円
資本的収支 1億1,222万7千円 1億1,665万2千円

ピックアップ データ 
平成28年度各会計決算
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議案に対する各議員の表決結果をお知らせします !
【賛成：○　反対：×】（議席順に掲載）

◆賛否が分かれた議案等

都市計画税 関連３条例と平成29年度一般会計補正予算を賛成多数で可決
一般会計決算 平成28年度歳入歳出決算を賛成多数で認定

議案番号
※

議　案　名 議決結果

西
田
光
宏

森
田
俊
尚

山
中
一
成

北
村
吉
史

岸
　
孝
雄

高
木
　
功

辻
真
理
子

朝
子
直
美

渋
谷
　
進

前
川
　
光

波
多
野
庇
砂

小
泉
　
満

45 大山崎町都市計画税条例の制定について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×

議
長
の
た
め
採
決
に
は
加
わ
ら
な
い

46 大山崎町都市計画事業基金条例の制定につ
いて 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×

47 大山崎町税条例等の一部改正について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×

48 平成29年度大山崎町一般会計補正予算（第
2号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×

49 平成29年度大山崎町国民健康保険事業特
別会計補正予算（第1号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○

52 平成28年度大山崎町一般会計歳入歳出決
算認定について 認  定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ×

54 平成28年度大山崎町下水道事業特別会計
歳入歳出決算認定について 認  定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○

56 平成28年度大山崎町後期高齢者医療保険
事業特別会計歳入歳出決算認定について 認  定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○

60 平成28年度大山崎町水道事業会計決算認
定について 認  定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○

意見
２号

北朝鮮の核実験に強く抗議し、平和的・外
交的解決の努力を国に求める意見書案 否  決 × × × × × × ○ ○ ○ × ×

第３回　定例会

※議案番号等は平成29年第１回定例会からの通し番号です。

〈議案の訂正について〉
○ 第47号議案について、８月30日、町長から条例案に文言等の誤りがあったため訂正の請求があり、許可しま

した。ただし、平成28年第３回、同第４回定例会に続き今回と議案の文言等の誤りによる訂正が相次いでい
ることから、議会を代表して議長が町長に対して再発防止を徹底するよう申し入れました。
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◆全員が賛成であった議案等
議案番号 議　案　名 議決結果

50 平成29年度大山崎町介護保険事業特別会計補正予算（第1号） 原案可決

51 平成29年度大山崎町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第1号） 原案可決

53 平成28年度大山崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認　　定

55 平成28年度大山崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認　　定

57 平成28年度大山崎町大山崎区財産管理特別会計歳入歳出決算認定について 認　　定

58 平成28年度大山崎町円明寺区財産管理特別会計歳入歳出決算認定について 認　　定

59 平成28年度大山崎町下植野区財産管理特別会計歳入歳出決算認定について 認　　定

61 大山崎町道路線の認定について（円明寺線第115号・小字鳥居前の開発地内延長169.1m） 同　　意

62 大山崎町道路線の認定について（円明寺線第117号・小字鳥居前の開発地内延長60m） 同　　意

63 大山崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について（小山 悦二氏） 同　　意

64 大山崎町自治功労者の表彰について（石田 孝雄氏） 同　　意

65 円明寺線第48号傾斜路新設工事請負契約について 原案可決
諮問
２号 人権擁護委員候補者の推薦について（島 照子氏） 適任と認め

推薦に同意

議案番号 議　案　名 反対の立場で討論 賛成の立場で討論

45 大山崎町都市計画税条例の制定について 渋谷 進　波多野 庇砂　前川 光 岸 孝雄　高木 功　森田 俊尚

46 大山崎町都市計画事業基金条例の制定に
ついて 渋谷 進 岸 孝雄

47 大山崎町税条例等の一部改正について 渋谷 進

48 平成29年度大山崎町一般会計補正予算
（第２号） 辻 真理子

49 平成29年度大山崎町国民健康保険事業特
別会計補正予算（第１号） 渋谷 進

52 平成28年度大山崎町一般会計歳入歳出決
算認定について 朝子 直美　波多野 庇砂

53 平成28年度大山崎町国民健康保険事業特
別会計歳入歳出決算認定について 朝子 直美

54 平成28年度大山崎町下水道事業特別会計
歳入歳出決算認定について 渋谷 進

56 平成28年度大山崎町後期高齢者医療保険
事業特別会計歳入歳出決算認定について 辻 真理子

60 平成28年度大山崎町水道事業会計決算認
定について 朝子 直美 波多野 庇砂

意見
２号

北朝鮮の核実験に強く抗議し、平和的・
外交的解決の努力を国に求める意見書案

岸 孝雄　西田 光宏　波多野 庇砂
高木 功 渋谷 進

※61、62の各議案名のあとの（　）内はそれぞれ認定された町道の路線名及び概要を記載しています。
※ 63、64、諮問２号の各議案名のあとの（　）内はそれぞれ選任された方（63）、表彰される方（64）、推薦される方（諮

問2号）のお名前を記載しています。

【討論の状況】本会議の表決前に交わされた討論の状況をお知らせします

討
論
の
内
容
は
会
議
録
を
ご
覧
く
だ
さ
い

（
会
議
録
の
検
索
方
法
は
７
ペ
ー
ジ
上
段
参
照
）
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広
報
常
任
委
員
会

　

西
田　

光
宏　

委
員
長

　

辻　

真
理
子　

副
委
員
長

　

岸　
　

孝
雄　

委
員

　

高
木　
　

功　

委
員

　

前
川　
　

光　

委
員

　

波
多
野
庇
砂　

委
員

　

小
泉　
　

満　

委
員

● 
閉
会
中
の
委
員
会
開
催
な
ど

★
全
員
協
議
会

　

10
月
３
日（
火
）

　
　

 

第
２
保
育
所
民
営
化
に
つ
い
て
、民
間

保
育
所
設
置
・
運
営
事
業
者
を
社
会
福

祉
法
人
端
山
園（
京
都
市
伏
見
区
）に

決
定
し
た
旨
町
長
か
ら
報
告
を
受
け
ま

し
た
。

★
議
会
運
営
委
員
会

　

11
月
６
日（
月
）

　
　

第
４
回
定
例
会
の
日
程
に
つ
い
て

　

11
月
24
日（
金
）

　
　

第
４
回
定
例
会
予
定
付
議
事
件
の
説
明

★
広
報
常
任
委
員
会

　

11
月
14
日（
火
）

　
　
「
議
会
だ
よ
り
第
82
号
」編
集
に
つ
い
て

● 

町
制
施
行
50
周
年
記
念
式
典
に
主
催
者

と
し
て
議
長
は
じ
め
各
議
員
が
出
席
し

ま
し
た

　

11
月
３
日（
金･

祝
）

　
　

大
山
崎
中
学
校
体
育
館

● 

市
町
村
議
会
委
員
長
研
修
会
に
議
長
ほ

か
各
委
員
長
が
出
席
し
ま
し
た

　

11
月
７
日（
火
）　

ル
ビ
ノ
京
都
堀
川

　
　

 

研
修
テ
ー
マ「
委
員
会
制
度
の
活
用
方

策
に
つ
い
て
」な
ど

● 

群
馬
県
の
吉
岡
町
議
会
議
員
団
が
視
察

に
来
町
さ
れ
ま
し
た

　

11
月
20
日（
月
）　

　
　

 

視
察
テ
ー
マ「
予
算
決
算
常
任
委
員
会

の
審
査
運
営
状
況
に
つ
い
て
」

●
施
工
中
の
町
内
施
設
を
視
察
し
ま
し
た

　

９
月
５
日（
火
）、
建
設
上
下
水
道
文
教
厚

生
常
任
委
員
と
有
志
の
議
員
を
合
わ
せ
10
名

が
改
修
工
事
中
の
町
体
育
館
、設
備
更
新
の
進

む
大
山
崎
汚
水
中
継
ポ
ン
プ
場
、改
築
中
の
大

山
崎
排
水
機
場
の
３
施
設
を
視
察
し
ま
し
た
。

①� 

町
体
育
館　
工
事
現
場
で
工
事
の
進
捗
や

エ
レ
ベ
ー
タ
の
設
置
予
定
位
置
な
ど
を
確

認
し
ま
し
た
。

②� 

大
山
崎
汚
水
中
継
ポ
ン
プ
場　
ポ
ン
プ
等

の
経
年
劣
化
と
長
寿
命
化
対
策
の
現
況
な

ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
た
。

③� 
大
山
崎
排
水
機
場　
旧
Ａ
棟
解
体
の
状
況

と
新
Ａ
棟
建
設
位
置
な
ど
の
確
認
を
行
い

ま
し
た
。

　

当
日
は
、
３
箇
所
そ
れ
ぞ
れ
で
、
現
場
担

当
者
の
説
明
に
対
し
て
各
議
員
か
ら
熱
心
に

質
問
が
行
わ
れ
、
大
変
有
意
義
な
視
察
に
な

り
ま
し
た
。

　

��（
建
設
上
下
水
道
文
教
厚
生
常
任
委
員
長�

�
波
多
野
庇
砂
）

議
会
の
う
ご
き

　
ご
意
見・ご
感
想
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

町
議
会
事
務
局
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

〠
６
１
８-

８
５
０
１

大
山
崎
町
字
円
明
寺
小
字
夏
目
３
番
地

大
山
崎
町
議
会
事
務
局　

ま
で

　

電　

話（
０
７
５
）９
５
６-

２
１
０
１

　
Ｆ
ａ
ｘ（
０
７
５
）９
５
３-

６
０
２
０

編
集
後
記

　

大
山
崎
町
は
、
町
制
施
行
50
周
年
を

迎
え
ま
し
た
。
私
た
ち
は
町
の
10
年
先
、

20
年
先
の
将
来
を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く

り
に
取
り
組
み
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
住

ん
で
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る

町
に
発
展
す
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。

　

９
月
議
会
で
は
、
都
市
計
画
税
と
民

間
保
育
園
が
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
り
ま

し
た
。

　

私
た
ち
広
報
常
任
委
員
は
、
今
後
も

住
民
の
皆
さ
ん
が
興
味
を
も
っ
て
い
た

だ
け
る
記
事
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
の

で
、
ご
意
見
等
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。�

（
高
木　

功
）

皆
様
の
傍
聴
を

歓
迎
い
た
し
ま
す

―
12
月
議
会
の
日
程
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

ぜ
ひ
、
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
―

第
４
回
定
例
会（
12
月
議
会
）の
日
程

12
月
１
日（
金
）　

本
会
議（
開
会
）

　
　

５
日（
火
）　

議
会
改
革
特
別
委
員
会

　
　

11
日（
月
）　

本
会
議（
一
般
質
問
）

　
　

12
日（
火
）　

本
会
議（
一
般
質
問
）

　
　

13
日（
水
）　

総
務
産
業
常
任
委
員
会

　
　

14
日（
木
）　�

建
設
上
下
水
道
文
教
厚

生
常
任
委
員
会

　
　

15
日（
金
）　

予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
　

18
日（
月
）　

広
報
常
任
委
員
会

　
　

19
日（
火
）　

本
会
議（
最
終
日・
採
決
）

※�

本
会
議
及
び
予
算
決
算
常
任
委
員
会
は

午
前
10
時
開
会
予
定
。

　

�

そ
の
他
の
委
員
会
は
、
午
後
１
時
30
分

開
会
予
定
。

③ 大山崎排水機場の旧Ａ棟の解体跡地と新
Ａ棟の建設予定地（写真の左下）を前に現
場担当者から説明を受けて質問

① 町体育館の工事現場で担当者の説明を受
けながら工事の進捗等を確認

視
察


